
 
 

6都薬会発第 486号 

令和 7 年 3 月 8 日 

 

地区薬剤師会 会 長 殿 

 

公益社団法人 東京都薬剤師会 

会 長 髙 橋 正 夫 

 

 

「薬物専門講師証明書交付申請書」の提出について 

 

平素は本会会務の重点事業であります薬物乱用防止啓発事業に格別のご高配

を賜り、深く感謝申し上げます。 

さて、東京都保健医療局から別紙 1（令和 7年 2月 26日付、6保医健薬第 4316

号）のとおり、本年も薬物専門講師証明書交付申請の受付を開始する旨の連絡

がありました。 

つきましては、薬物乱用防止に関する専門的知識を有し学校や地域等で開催

される薬物乱用防止講習会の講師を務めている本会会員の方で、「証明の要件※」

を満たして新たに薬物専門講師証明書の交付を希望される方は、別紙 2「薬物専

門講師証明書交付申請書」に必要事項をご記入の上、5月 15日（木）までに東

京都薬剤師会事務局 職能対策課へ郵送または E-mail（PDF）でご提出をお願

い致します。 

業務ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、貴地区薬剤師会会員への周知

方よろしくお願い申し上げます。 

また、薬物専門講師証明制度において、令和 7年 9月 30日に有効期限を迎え

る薬物専門講師の先生方へは本会から直接ご案内していることを申し添えます。 

 

※「証明の要件」につきましては、別添の「薬物専門講師証明制度に関する要

綱」をご参照ください。 

 

お問合せ／提出先： 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-21 

東京都薬剤師会 職能対策課 高垣 

℡ 03-3294-0096  fax 03-3295-2333 

E-mail：syokunou@toyaku.or.jp 
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